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１ はじめに 

 

「第２次鶴ヶ島市職員定員管理計画（以下「第２次定員管理計画」といいます。）」は、

市の経営資源の一つである「人材」に着目した内部管理計画です。 

市の職員定数については、地方自治法などの規定に基づき条例で定めているところ

ですが、「第２次定員管理計画」は、その定数の範囲内で数値目標などを設定し、「最少

の経費で最大の効果を挙げる」ための組織体制を維持するために策定するものです。 

 

 

（対象職員） 

・ 地方公共団体定員管理調査（総務省）の対象職員 

対象 対象外 

・一般職に属する常勤の職員（正規職員） 

・フルタイム勤務の再任用職員 

※ 休職中の職員、育児休業中の職員、派

遣受け入れ中の職員を含む。 

・臨時・非常勤の職員（会計年度任用職員等） 

・再任用短時間勤務職員 

・他団体に派遣中の職員 

 

（対象部門） 

・ 一般行政部門、普通会計部門、公営企業等会計部門の全ての職員 

普通会計部門 公営企業等会計部門 

一般行政部門 教育、警察

及 び 消 防

部門 

病院、水道、下水道、交通、国民健康

保険、介護保険、後期高齢者医療等の

独立採算制を採用している部門 
議会、総務・企画、税務、民生、衛生、

労働、農林水産、商工及び土木部門 
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２ これまでの取組 
 

○ 平成８年以降、継続した職員数の適正化を進め、２割以上の職員数を削減してきた。 

○ 職員数の適正化を進める過程において新規採用を抑制した時期があり、その弊害と

して職員の年齢構成に大きな偏りがみられる。 

 

(1) 定員適正化の歩み 

本市は、平成８年に策定した「行政改革大綱」を皮切りに、「集中改革プラン（平

成 17 年度～平成 21 年度）」、「第２次集中改革プラン（平成 22 年度～平成 26 年度）」

により、職員数の適正化を進めてきました。これらは、数値目標を定め、主に採用を

抑制することにより、職員数を削減してきたところです。 

その後、平成 28 年度には、将来にわたって市民サービスを安定的に提供していく

ため、今後の施策展開を見通した上で必要な職員数や職員構成などを整理した「鶴ヶ

島市職員定員管理計画（以下「第１次定員管理計画」といいます。）」を策定しました。 

「第１次定員管理計画」は、①業務量の増加等への対応、②偏りのない年齢構成、

③組織の新陳代謝の３点を定員管理上の課題としてとらえ、「令和３年４月１日時点

の職員数を 380 人以下」とする目標を掲げて計画的な定員管理を進めてきました。 

 

【計画に基づく職員数の削減実績】 

目標・結果 削減実績 

行政改革大綱（平成８年度～） 

△23 人（△4.8％）  数値目標：平成 10 年度からの５年間で、職員数５％削減 

取組結果：H10.4.1：481 人⇒H15.4.1：458 人 

集中改革プラン（平成 17 年度～平成 21 年度） 

△34 人（△7.5％）  数値目標：５年間で職員数 4.6％削減 

取組結果：H17.4.1：456 人⇒H22.4.1：422 人 

第２次集中改革プラン（平成 22 年度～平成 26 年度） 

△13 人（△3.1％）  数値目標：５年間で 12 人の削減 

取組結果：H22.4.1：422 人⇒H27.4.1：409 人 

第１次定員管理計画（平成 28 年度～令和 2 年度） 

△15 人（△3.8％）  数値目標：５年間で 380 人以下 

取組結果：H28.4.1：392 人⇒R3.4.1：377 人 

合計 △85 人 
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(2) 職員数の推移 

本市の職員数は、平成９年に最も多い 488 人となり、その後、令和３年４月１日

時点で 377 人まで減少しました。（24 年間で△111 人／△22.7％） 

 
（出典）鶴ヶ島市（各年 4 月 1 日時点） 

 

(3) 職員の年齢構成 

本市は、主に採用を抑制することで職員数を削減してきたため、年齢構成に大きな

偏りがあります。特に、新規採用を抑制していた時期に当たる 40 代前半の職員は、

他の年代と比較して非常に少ない状況です。 

 
（出典）鶴ヶ島市（令和 3 年 4 月 1 日時点）  
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３ 定員管理の現状と課題 
 

○ これまでの取組により、「職員数の適正化」は進んだ。 

○ 今後は、類似団体との均衡を図りながら、「増大する行政需要への対応」、「年齢構

成の是正」及び「事業の実施主体の整理」を進める必要がある。 

 

(1) 定員管理の現状 

本市の職員数は、類似団体の職員数との比較結果などから、概ね適正な水準になっ

ていると考えられます。 

また、人件費については、性質別歳出決算総額に占める職員給及び地方公務員共済

組合等負担金（正規職員に係る人件費）の割合を比較すると、県内市の平均を下回っ

ています。なお、臨時・非常勤職員に係る費用や、一部事務組合負担金や公営企業等

会計への繰出金のうち人件費に相当する分（人件費に準ずる費用）を比較すると、本

市の性質別歳出決算総額に占める割合は、県内市の平均を上回っています。 

 

【職員数の比較結果】 

比較方法 概要 比較結果 

類似団体別職員数 人口と産業構造が類似する

団体の平均職員数を算出し、

実際の職員数と比較 

≪県内の類似団体 9 市との比較≫ 

・ 一般行政部門では、単純値で 20 人、

修正値で 9 人下回っている 

・ 普通会計部門では、単純値で 40 人、

修正値で 4 人下回っている 

※ 全国の類似団体 84 市との比較でも、 

  同様に全て下回っている 

定員回帰指標 人口と面積の２つの要素を

用いた試算職員数を算出し、

実際の職員数と比較 

≪試算された職員数と比較≫ 

・ 一般行政部門で７人、普通会計部門

で８人下回っている 

（出典）総務省「平成 31 年地方公共団体定員管理調査」（平成 31 年 4 月 1 日時点） 

 

【人件費の比較結果（性質別歳出決算総額に占める当該費用の割合）】 

比較対象 正規職員 臨時・非常勤の職員 人件費に準ずる費用 

鶴ヶ島市 12.19% 1.86% 5.98% 

県内 40 市 12.95% 1.51% 3.45% 

県内類似団体９市 12.98% 1.40% 4.58% 

（出典）総務省「地方財政状況調査」（令和元年度）  
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(2) 今後の課題 

現在、本市の職員数は、類似団体と比較すると少ない状況です。今後も限られた職

員数で安定した市民サービスを提供していくためには、類似団体との均衡を図りな

がら、以下の３つの課題へ対応する必要があります。 

 

① 増大する行政需要への対応 

今後、更なる高齢化の進行などにより、社会保障、地域コミュニティ、防災、ま

ちづくりなどのあらゆる分野において、行政需要の質・量の変化が見込まれます。 

特に、国の制度改革、「共助」の担い手の不足などによる「公助」の役割の変化、

新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢の変化など、様々な要因によって

業務量は増大するものと考えられます。さらに、現在策定中のデジタル・トランス

フォーメーション推進計画や公共施設個別利用実施計画に基づく取組を推進する

ためには、一時的な業務量の増加は避けられません。 

そのため、今後見込まれる業務量の増加や業務内容の変化に対応しながら、将来

を見すえた業務改善・構造改革を進めるための職員数を維持する必要があります。 

 

② 年齢構成の是正 

本市の職員の年齢構成は、採用抑制の影響などにより大きな偏りがあります。 

偏った年齢構成は、知識、経験、ノウハウなどの適正な継承の妨げになるなど、

安定した組織運営に支障をきたす可能性があります。また、職員の平均給料額は、

平均年齢の上昇及び低下と連動して増減するため、年齢構成に偏在が大きいほど長

期的な人件費の変動幅が大きくなり、市の財政運営にも大きな影響を与えます。 

そのため、定員管理に当たっては、継続した職員採用などによって年齢構成の是

正を図り、各年代の職員数に大きな差が生じないようにする必要があります。 

 

③ 事業の実施主体の整理 

本市では、正規職員の削減分を補うため、主に非常勤職員の任用を進めて対応し

てきました。これまでは費用面で一定程度の効果が見込まれたものの、令和２年度

から新たに「会計年度任用職員」に関する制度が整備されたことで、費用面のメリ

ットは大きく減少しました。 

一方で、非常勤職員に比重を置いてきたことにより、業務委託やシステム化など

の代替手段の検討が不十分であったと考えられます。 

そのため、人材や財源といった限られた経営資源を最大限活用できるよう、改め

て事業の実施主体を整理し、機能的な組織体制を整備する必要があります。  
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～留意事項～ 

 

令和３年通常国会において、「地方公務員法の一部を改正する法律」が成立しました。 

令和５年度以降、２年ごとに１歳ずつ定年年齢が引き上げられ、令和 13 年度に 65 歳に

到達する見込みです。 

本市の場合、令和 11 年度には 61 歳以上の職員が 60 人を超えることが想定されていま

す。今後の定員管理に当たっては、豊富な知識、技術、経験などを持つ再任用・定年延長職

員が最大限活躍できるよう、組織体制の整備や人事配置を検討する必要があります。 

 

 

【61 歳以上職員数の見込み】 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

22 人 29 人 32 人 37 人 55 人 57 人 59 人 61 人 64 人 66 人 

（条件等） 

・ 各年４月１日時点の職員数 

・ 令和３年４月１日時点の職員を基準に、再任用又は定年延長の対象となる職員数 

・ 令和４年度以降の定年退職者全員を再任用すると仮定 

 

【定年年齢引上げの概要】 

ⅰ 定年の引上げ 

・ 国家公務員の定年（下表のとおり）を基準として、各地方公共団体において条例で定める 
 

現行 R5～R6 R7～R8 R9～R10 R11～R12 R13～ 

60 歳 61 歳 62 歳 63 歳 64 歳 65 歳 

 

ⅱ 役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）の導入 

・ 組織活力を維持するため、役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）を導入 

・ 役職定年の対象範囲及び役職定年年齢は、国家公務員との権衡を考慮した上で、条例で定める 
 

ⅲ 給与に関する措置 

・ 当分の間、60 歳を超える職員の給料月額は、60 歳前の７割水準に設定 
 

ⅳ 定年前再任用時短勤務制の導入 

・ 60 歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採

用（任期は 65 歳まで）することができる制度を導入 
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４ 今後の定員管理 
 

○ 10 年後を見すえた計画とし、５年後の令和８年４月１日時点の職員数（60 歳以下）

を 380 人以下とすることを目標とする。 

○ 正規職員で対応しきれない行政需要に対しては、再任用・定年延長による職員（61

歳以上）、会計年度任用職員、委託、ICT の活用などにより補っていく。 

 

定員管理の現状と課題を踏まえ、次のとおり第２次定員管理計画を定め、引き続き

適正な定員管理を進めます。 
 

(1) 計画期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

なお、令和 13 年度に定年年齢が 65 歳に到達することを見すえ、10 年後まで展望

した計画とします。 

 

(2) 目標職員数 

計画期間中の職員数を 380 人以下とすることを目標とします。 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

380 人以下を目標 （見直しの結果を踏まえて目標を設定）  

 

(3) 基本的な考え方 

最少の経費で最大の効果を挙げることを基本に、一定程度の職員数を維持した上

で、それを上回る行政需要の増大には再任用・定年延長による職員（61 歳以上）、会

計年度任用職員、委託、ICT の活用などにより対応します。 

計画期間中は、①業務改善・構造改革の推進、②継続した職員採用、③事業の実施

主体の見直しの３つの取組を推進し、今般の新型コロナウイルス感染症対応などの

不測の事態にも耐え得る組織体制を維持しつつ、今後の人口減少社会へ対応できる

仕組みへの転換を進めます。特に、今後ずっと現在の職員数を維持していくことは困

難であるとの認識のもと、将来を見すえた構造改革を強力に推し進めます。 

なお、５年後、行政需要の変化や定年延長の状況などを踏まえて目標を見直すこと

としますが、計画期間中であっても大きな状況の変化があった場合は、適宜、計画内

容の見直しを図るものとします。  

目標の
見直し 
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資料１ 職員数の比較・分析 
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資料２ 人件費の比較・分析 
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 令和３年９月    

  鶴ヶ島市 総合政策部 政策推進課 

     総務部 人事課 

 

    

 


